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中国現地において
模倣品製造工場などを
摘発� 　

　模倣品に対して、手前どもはいくつ
かの摘発行動を行いました。一番最初
は、１９９９年の４月に開始したもので、
日本で「ハイマッキー」という商品名
で売っているデッドコピーの摘発です。
このときは製造メーカー、製造工場、
印刷工場の摘発ということで、その結
果、メーカーや各工場が罰金刑となり
完成品や部品の廃棄処分、金型の廃棄、
印刷原版の廃棄が行われました。もし
摘発が失敗していたら完成品が中国の
市場に流れ、非常に大きな損害になっ
ていたわけです。
　２０００年５月には当社の「ビーペン」
という商品のデッドコピーに関する摘
発です。この商品の金属のクリップを

つくっている部品メーカーに対してレ 
ードアクションを行いました。このと
き１回で押収したクリップが８４万本で
す。このときも製造メーカーには行政
処分が行われ、その金型を日本にもっ
てくることに成功しました。これは多
分日本で初めてのことだったと思いま
す(私の知る限りでは)。摘発した工場
の倉庫には鍵がかかっていましたが、
我々、水野弁理士と外で待機していた
ときに、トラックがやってきました。
出荷間近だったのですね。倉庫の外に
袋が落ちていて、そこにゼブラと書い
てあるクリップがあり、ラッキーでし
た。そこで「倉庫を空けろ！」と。１時間
ずれていたら摘発は失敗したかもしれ
ません。アクションは早いテンポで行
わないとだめです。工場の機械にセッ
トされている金型も手でさわって確認
し、日本の他のメーカーの名前の入っ

た金型も発見しまし
た。このときにはゼ
ブラのレードアク
ションということで、
ゼブラの入った金型
を押収できました。
　以上の２例は中国
でも大きな話題になり、
テレビニュースでも取
り上げられました。

　他にも数回完成品のレードアクショ
ンを取りまして、成功しています。
  日本国内では、平成１３年、大手スー
パーが模倣品を輸入し販売した件で、
これは話し合いで販売中止、焼却処分
となりました。その年の８月にも手前
どもの主力商品のデッドコピーが中国
から輸出されました。一般消費者の方
から連絡が入りまして、調査により完
全なるデッドコピーであることがわか
りましたので、最終的に店頭回収分と
在庫を含めて焼却処分となりました。
同年の９月には非常に似た商品（ボー
ルペン）があるという情報により、サ
ンプルを入手。最終的に東京税関に輸
入差し止めの申し立てを行い、商標権
侵害、意匠権侵害ということで差し止
め請求をかけています。
　今年になりましてからは、ディスカ
ウント店で、あるいはＩＳＯＴの会場
においても模倣品を発見しています。
最近は、スーパーやデパートが直接中国
に買い付けに行き、それを販売するという
行為が非常に目立つようになっています。

マーケットを止めるのか
製造メーカーを
止めるのか� 　

　手前どもの商品の模倣をするメー
カーは、１アイテム数十社あるといわ出荷直前に８４万本のクリップを押収する



れています。ですから１社を摘発して
も数十社残るということになります。
これでは１社１社つぶしていってもモ
グラ叩きにしか過ぎません。そこで数
社の中で規模が大きい上位企業を叩こ
うと。上位を叩きますと、その日のう
ちに摘発の情報が流れますから、１～
２年は活動が目立たなくなります（私
の考え方）。
　先日上海の見本市に行ってきました。
まだまだデッドコピーが陳列され、カ
タログにも堂々と載せてありましたが、
「ハイマッキー」の模倣品に関しては非
常に減ったと思います。これも摘発行
動のひとつの成果といえると思います。
　模倣品に対する対策は、最終的に
メーカーとして、どうしたいのかをま
ず決めなければなりません。マーケッ
トを止めたいのか、あるいは製造メー
カーを止めたいのか選択しなければな
りません。マーケットで売られている
という情報はたくさん入ってくるので
すが、これに安易に乗ってしまいます
と、ただマーケットを叩くだけで終
わってしまいます。このアクションは
成功しますが、商品は他のマーケット
に流れてしまうだけですから、元から
叩くことにはなりません。費用対効果
を考えたときにどこで納得するのか。これ
はトップの模倣品に対する姿勢によります。
　我々は、製造を止めたいと考えてい

ます。そのため
に正確な情報と
充分対応のでき
る権利を持って、
レードアクショ
ンを成功させ、
完成品、部品の
焼却処分、金型
の廃棄へと導け
ば、模倣業者に
とっては大きな
ダメージとなり
ますから、製造
が止まる。また、そこまでもっていき
たいと考えています。

模倣品を放置すれば
お客様の
信頼を失ってしまう� 　

　模倣行為はよくないことです。これ
を黙認しますと、模倣を許しているの
だと認めていることになります。真似
されることは以前までの時代でしたら
よかった（有名税）かもしれませんが、
非常にものが売れない時代に放置して
おきますと、市場を模倣品に取られて
しまうという事態も発生します。
　模倣品の問題はそれだけではありま
せん。最もメーカーとして恐ろしいの
は、お客様との信頼関係を失うことで
す。完全なデッドコピーのものであれ
ば、消費者は、ゼブラの商品と思って
購入しています。もし不良品等が発生
したときに、だれが責任をとるので
しょうか？　それは偽物ですといって
も消費者の方は十分納得されません。
偽物があることを放置していたのかと、
逆に責められることにもなるでしょう。
お客様相談室などへのクレームがあれ
ば、我々はしっかりと対応いたします
が、１０人のうち９人は電話をかけてこ

ないかもしれません。そうなりますと、
その方たちはゼブラの商品が悪いと
思ってしまいます。目に見えないとこ
ろで信頼を失ってしまうわけです。ブ
ランドイメージのダウン、これは非常
に大きな損失です。ブランドイメージ
を回復させるためには費用と時間がかか
りますし、充分な回復は不可能でしょう。
　ゼブラという名前は、これは正しい
品質の保証です。ブランドゼブラに便
上してものを売るという行為は許せな
いことなのです。
　模倣対策は地道な活動で、最近では
知恵比べの世界です。メーカーとして
はこれをやるのが正しい道、模倣行為
はよくないのだということをはっきり
させるために行動するわけです。
　模倣品の情報に関しては、やはり同
業者間で連携をとっていくのが大事な
ことだと思います。この連携は、見本
市等における模倣品の発見、撤去にお
いても他社の行動の支援という形でい
かんなく発揮されました。知的財産専
門部会の悲願でもあったブースからの
撤去と、模倣品を会場内に並べての啓
蒙活動、次はどういう活動の展開をす
るか、あきらめずにやっていかなけれ
ばと思っています。ラベル包装材を焼却処分させる

ハイマッキーの模倣品（左下）とビーペンの模倣品（右下）と押収したクリップの金型


